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真っ先に人口減少・高齢化社会に突入した高知県

10.5%減

経済規模の縮小
若者の県外流出

過疎化・高齢化の
同時進行

中山間地域の衰退

少子化の加速
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▽人口自然増減数（全国と本県との比較）

出典：人口動態調査（厚生労働省）、人口移動調査（高知県）
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▽老年人口の割合（全国と本県との比較）

高知県が10年先行

●高齢化がさらに進行

●人口が全国に15年先行して自然減

　　　　出典：日本の都道府県別将来推計人口（H25.3）（国立社会保障・人口問題研究所）　
       　　　　　　※Ｈ１７及びＨ２２の数値は国勢調査のデータ

　高知県における中山間地域の現状と対策
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面積
人口

・全34市町村が中山間地域を有する（27市町村は全域）
・県面積の約93%  
・県人口の約39％

出生率 ・四万十町1.68、土佐町1.61、芸西村1.56 （高知市1.35） 

農業産出額 ・中山間地域が約８割を占める（全国は約４割） 

自然、歴史や文化 ・全国に誇れる豊かな自然、歴史や文化の宝庫

　農業や林業といった第一次産業はもとより、観光の面でも貴重な資源を有す
るなど、中山間地域にこそ高知県の強みがあります。
　中山間地域の振興なくして県勢浮揚はなし得ないものと考えています。

県勢浮揚には中山間地域の振興が不可欠!

    S35:537,327人 
    ⇒ H27:285,379人 約47％減                  

人口減少
の現状

中山間対策

［戦略の方向性］
  　 三層構造の政策群により、
　　中山間地域の持続的発展を目指す。
　　　これにより、中山間地域における若者の増加、

出生率の向上、本来の強みの伸張を図る。 Ｈ２９.４.２現在、
２５市町村３８カ所で開
設

◆集落活動センターの開設状
況

◆本県の中山間地域は、全国に誇れる豊か
な自然、歴史や文化の宝庫。 

四万十川

仁淀川 岩崎弥太郎生家 （安芸市）

維新の門(梼原町) 魚梁瀬杉（馬路村）

だるま夕日
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78.2%

65.0%

59.9%

50.5%

45.1%

21.8%

全国

北海道

東北

中国・四国

高知

中山間地域 中山間地域外

中山間地域の農業産出額

出典：「農林水産省「生産農業所得統計」（全国：2010年農林水産省推計値、その他：2005年推計値）　

土佐あかうし
ゆず

◆全国では、中山間地域が農業産出額等の
 約４割。高知県では、約８割を占める。

 農業や林業といった第一次産業はもとより、観光の面でも貴重な資源を有するなど、中山間
地域にこそ高知県の強みがあります。その再生なくして、本県の持続的発展はなし得ません。
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地域団体
(商工会、農協、社協等)

集
落

集
落

集
落

旧小学校区単位を想定
（集落連携による活動）

高知ふるさと応援隊
（事務局・実動）

集落活動の拠点

道の駅
直販所

地域の
事業者

ＮＰＯ・
団体

ボランティア
グループ

農林水産業
従事者

連携集落内の組織や個人との連携した取り組み

地域住民が主体となって、旧小学校や集会所等を拠点に、地域外の人材等を活用しながら、近隣の集落との連携を図り、
生活、福祉、産業、防災などの活動について、それぞれの地域の課題やニーズに応じて総合的に地域ぐるみで取り組む仕組み

集落活動センターとは

集落活動センターのポイント

集落活動センター

①主役は、地域住民の皆さま

主役である住民の皆様と市町村
の一体となった取組みを支援

②活動は地域のオーダーメイド

住民の皆さまの話し合いから生ま
れたアイデアや提案を取組みに繋
げる仕組み

③皆さまの集まりやすい場所が
　 活動の中心
集会所や廃校となった施設など、
住民の皆さまが自然と集い、語り
合える場所が拠点

④様々な人材を活用

住民の皆さまと一緒に取り組むＵ
ターン、移住者など地域外の人材
の導入

⑤集落の連携による取組み

近隣の集落が互いに連携し、助け
合うことにより、今までできなかっ
たことが可能になる取組み

高
知
県

産業

福祉

生活

防災

医療

・

全
庁
挙
げ
て
集
落
活
動
セ
ン
タ
ー
の
取
り
組
み
を
支
援
　
　
　
　

市　町　村

支
援

市町村と緊密に連携

皆さまのその一歩が
　　　集落の未来をかえる！！

支
援

活動の推進役

地域リーダー 地元有志、スタッフ

⑤防災活動
・防災研修、自主防災活動の実施
・防災拠点づくり
・ヘリポートの整備

②生活支援サービス
・食料品、ガソリン等の店舗経営
・移動販売、宅配サービスの実施
・過疎地有償運送等の移動手段
  の確保　

民生委員

④健康づくり活動
・健康づくり事業の実施
・健康づくり活動の拠点づくり

集落内への波及効果が大きい取り組み

集落活動センターによる集落維持の仕組み

・草刈り、農作業等の共同作業の実施
・よろずサービスの実施　　

①集落活動サポート

⑥鳥獣被害対策
・集落ぐるみの防除対策の実施
・ジビエ（シカ肉、シシ肉等）の取り組み

⑦観光交流活動・定住サポート
・自然や食等の体験メニューづくり
・宿泊施設の運営、交流イベントの実施
・移住相談窓口の開設

⑩エネルギー資源活用

・小水力、太陽光発電等の導入
・エネルギーの売電等の仕組みづくり

⑧農林水産物の生産・販売
・集落営農　　・耕作放棄地の解消
・地域資源を生かした有望品目づくり　
・薬草、山菜など新たな作物への挑戦　　

⑨特産品づくり・販売
・地域資源を生かした加工品づくり
・直販所の開設、運営　　

⑪その他の活動
・冠婚葬祭サービスの実施
・行政業務等の受託

加工
グループ

地元商店
量販店

③安心・安全サポート
・高齢者等の見守り活動の実施
・あったかふれあいセンターとの
  連携
・デイ等の福祉サービスの展開

病院・
診療所

婦人会・老
人クラブ等

・支援チーム編成

・助成制度の創設

・アドバイザー派遣

・人材研修等の実施

・ガイドブック等の作成
　　　　ｅｔｃ　　　

「人」と「施策」を総動員
　（パッケージ支援）

センターごとの課題
やニーズに応じて、
きめ細やかな支援

■集落活動センターの概要

２５
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安田町
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12 三原村全域
（平成２６年３月～）

9 四万十市大宮
（平成２５年５月～）

30 黒潮町蜷川
（平成２８年４月～）

5 梼原町初瀬
（平成２５年１月～）

4 梼原町松原
（平成２５年１月～）

8 香南市西川
（平成２５年４月～）

11 安芸市東川
（平成２５年９月～）

1 本山町汗見川
（平成２４年６月～）

2 土佐町石原
（平成２４年７月～）

　集落活動センターの開設状況

15 いの町柳野
（平成２６年１１月～）

16 黒潮町佐賀北部
（平成２７年１月～）

●

17 大豊町西峯
（平成２７年３月～）13 梼原町四万川

（平成２６年３月～）

19 四万十町中津川
（平成２８年２月～）

25 奈半利町全域
（平成２８年３月～）

● 7 安田町中山
（平成２５年４月～）

● 26 芸西村全域
（平成２８年３月～）

14 南国市稲生
（平成２６年６月～）

●

24 梼原町越知面
（平成２８年３月～）

3 仁淀川町長者
（平成２４年１２月～）

23 大川村全域
（平成２８年３月～）21 いの町越裏門・寺川

（平成２８年３月～）

22 高知市北七ツ渕
（平成２８年３月～）

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

■Ｈ２９年１１月３０日現在、
４１カ所で開設
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29 大月町姫ノ井
（平成２８年４月～）

28 宿毛市鵜来島
（平成２８年４月～）
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宿毛市
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33 室戸市椎名
（平成２９年３月～）

31 梼原町西区
（平成２９年３月～）

32 梼原町東区
（平成２９年３月～）

34 中土佐町大野見南
（平成２９年３月～）

35 香美市美良布
（平成２９年３月～）

38 黒潮町蛎瀬川
（平成２９年４月～）

18 津野町郷
（平成２７年６月～）

37 佐川町加茂
（平成２９年３月～）

39 佐川町斗賀野
（平成２９年６月～）

20 四万十町仁井田
（平成２８年３月～）

10 佐川町尾川
（平成２５年９月～）

●

40

39

36 佐川町黒岩
（平成２９年３月～）

27 宿毛市沖の島
（平成２８年４月～）

41 土佐清水市下川口
（平成２９年８月～）

6 黒潮町北郷
（平成２５年３月～）

●41

40 大豊町岩原
（平成２９年８月～）
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（４）その他特に知事が必要があると認める事業
　　　　補助先：市町村　　　　　　
　　　　補助率：2分の1以内　　　　　補助対象経費：地域住民の生活を支援するために緊急を要し、特に知事が必要があると認める経費

（３）移動手段の確保に向けた仕組みづくり

　　　通院や買い物等地域住民の生活を支える移動手段の確保を図るため、地域の基幹交通を補完する
     きめ細かな移動手段の導入及び維持に必要なハード又はソフト事業
　　　　補助先：①市町村　
　　　　　　　　　 ②株式会社　高知中央自動車学校（国土交通大臣認定講習実施機関）
         補助率：①3分の2以内（既存車両等の更新のみの場合は２分の１以内　※平成２９年度～）
　　　　　　　　　 ②定額
　　　　補助対象経費：①地域公共交通を見直すための調査・交通計画の策定・利用促進のための広報、
　　　　　　　　　　　　　  　車両の購入及び改造、待合所の整備、新たな取組みの実証運行等に要する経費、
　　　　　　　　　　　　　　②自家用有償旅客運送運転者講習会の受講料のうち受講者負担分を除いた額
　

　

（２）生活用水の確保に向けた仕組みづくり　
　　   飲料水等の生活用水を確保するためのハード又はソフト事業
　　　  補助先：市町村
  　　　補助率：3分の2以内
　　　　補助対象経費：生活用水を確保するための仕組みづくりの調査、給水施設、水源地管理道の整備、補修又は
　　　　　　　　　　　　　 維持管理等に要する経費

中山間地域生活支援総合事業の概要
～生活基盤づくり関連補助金～

（１）生活用品の確保等に向けた仕組みづくり

　　　 移動販売や店舗運営、買物代行や配達等のサービスを地域のニーズに合わせて複合的に組み合わせ、

　　　　　中山間地域に暮らす高齢者等が食料品等の日用生活用品を確保するためのハード又はソフト事業
　　　　  補助先：市町村
　　　　  補助率：2分の1以内（企業等が主体となる場合は３分の１以内）
　　　　  補助対象経費：生活用品を確保するための仕組みづくりの調査、車両購入や店舗の整備等に要する経費
　　　　　　　　　　　　　　 新たな取組みの試行に要する経費

【目的】　将来にわたり暮らし続けることができる生活環境づくり
   中山間地域で将来にわたり暮らし続けることができる生活環境づくりを進めるため、市町村が実施
する生活用水・日用品や移動手段の確保等に向けた仕組みづくりを支援する。

高知県中山間地域生活支援総合補助金

  H２９当初予算額： ３０３，９３９千円　
  対28年度比：＋１３，０５８千円（Ｈ28当初予算額：290,881千円）　

　 　生活用品確保等支援事業1,931千円（ 6,883千円）
　　 生活用水確保支援事業239,618千円（199,378千円）
　　 移動手段確保支援事業  62,390千円（84,620千円）

水道未普及地域の給水施設の例 取水施設整備の例

移動販売車両の例①

コミュニティバスの例

補助金のメニュー
店舗整備の例

移動販売車両の
例②　　　　

デマンドタクシーの例
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貨客混載に係る規制緩和の動き

H26

（１）旅客運送

① 緑ナンバー（一般乗合旅客自動車運送事業）

乗合バス

貸切バス

タクシー

② 白ナンバー（自家用有償旅客運送：市町村運営有償運送等）

市町村運営
有償運送等

（２）貨物運送

① 緑ナンバー（貨物自動車運送事業：ヤマト・佐川・ＪＰ等）

トラック

※ それぞれ貨物・旅客事業者の許可が必要　

規制緩和の動き

H27 H28 H29
種別 規制緩和以前

「少量の貨物」かつ「旅客
に付随」する運送は可能
（ただし条件不明確）

混載不可

混載不可

混載不可

混載不可

H27.4

国通知による明確化

（「少量の貨物（350kg未満）」

　「旅客に付随（乗車中以外も可）」）

重量制限の撤廃

（許可の取得が前提）

H29.9

※ 混載可（過疎地限定）

H29.9

H29.9

H26.11

「地域再生計画」の策定により

例外的に混載が可能

H28.3

「地域再生計画」の策定によらず、混載が可能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（350kg未満）
H27.4

住民以外の来訪者の乗車が可能

※ 過疎地限定で旅客運送が可能

H29.9

※ 混載可（過疎地限定）

H27.4※
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自動車運送業の生産性向上プラン
参考資料１

350kg未満の荷物を運ぶことが可能
（道路運送法第82条）

350kg以上の荷物を運ぶことを可能とする
(貨物自動車運送事業の許可を取得)

※350kg未満の荷物を運ぶ場合は、今まで通り許可不要

人を運ぶことを可能とする
（旅客自動車運送事業の許可を取得）

※過疎地域に限る

自家用有償旅客運送者が自家用自動車で350kg未満の荷物を運ぶことが可能
（道路運送法第78条第３号の許可を取得）※過疎地域に限る

自動車運送業の担い手不足と人口減少に伴う輸送需要の減少により、過疎地域等において人流・物流
サービスの持続可能性の確保が深刻な課題となっている。

自動車運送事業者が旅客又は貨物の運送に特化してきた従来のあり方を転換し、サービスの「かけも
ち」を可能とする。

現 状 活用円滑化案

旅客運送に特化

貨物運送に特化
荷物を運ぶことを可能とする

(貨物自動車運送事業の許可を取得)
※過疎地域に限る

荷物を運ぶことを可能とする
(貨物自動車運送事業の許可を取得)

※過疎地域に限る

【乗合バス】

【貸切バス・タクシー】

【トラック】

【自家用有償旅客運送者】

【乗合バス】 【タクシー】

【貸切バス】 【トラック】
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　　中山間地域の維持・再生につなげる「貨客混載」の推進

○　スケジュール案
H29.11月～  　　 貨客混載推進検討会の立ち上げ
　　　　　　　　　　　　事業化可能スキームの提案
H30.4月以降  　  複数の事業スキームの実証実験開始（随時 検証→改善）
H30.10月以降    本格実施

 

２　貨客混載の推進に向けた検討会の設置　

＜規制緩和への期待＞
・人手不足やコスト増に悩む事業者や現状に危機感を持つ市町村が、検討を進める契機となる
・中山間地域における旅客・貨物運搬事業者の連携による多様な人流・物流ネットワークが
　構築できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
＜規制緩和の内容（H29.9月～）＞
① 乗合バスは、重量制限 (350kg未満) が撤廃
② 貸切バスとタクシーは、過疎地限定で貨物運送が可能
③ トラックは、過疎地限定で旅客運送が可能

業務内容：貨客混載や地域の交通事情等の調査・資料作成、
               検討会の運営補助

＜目指す姿＞
・地域の実情にあった多様で効率的な人流・物流スキームが県内各地で展開さ
れ、地域の生活や産業に不可欠なサービスの将来にわたる維持・向上を目指す

＜スキーム例＞
 ・貨物事業者によって集落活動センターまで運搬された貨物を、集落活動センター
　やタクシーが各戸に配送したり、各戸から貨物や農産物を集荷する　　　　　　　等

１　今回の規制緩和の内容と期待

配

生活品の
受注・配送

地域外
貨物の配送・集荷

集落活動センター

住民の運送

農産物の集荷

３　目指す姿と事業スキーム例　

中山間地域の各地で活用できる効果的な事業スキームの構築のために様々な可能性の検討が必要

　目  　的：規制緩和を中山間地域の維持・再生へつなげるため、地域の実情を踏まえた
　　　　　　　「貨客混載」に係る複数の事業スキームを構築・提案　　　　　　　　
　メンバー：貨物事業者、旅客事業者、集落活動センター、市町村、県など
　実施回数：４スキーム × ３回　計12回程度

 ＜具体的な検討内容＞　
　 ・当該地域で考えられる人流・物流の組み合わせパターンの検討（スキーム案の洗い出し）
　 ・関係する事業者との調整や利用者のニーズ把握
　 ・スキーム案に対して、取り扱い見込み量や運営コストなどの詳細検討
　　 ⇒　検討により得られた事業スキームは、H30当初から実証実験を開始

貨客混載推進検討委託料    予算額：1,364千円

H29の検討地域

安芸市

大川村

梼原町

三原村

安芸市、大川村、梼原町、三原村
・意向調査やヒアリング、交通資源などを参考に、
　市町村との協議により決定
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「貨客混載」に係る検討の流れについて

（１）検討会設置まで

① それぞれの想定事業スキームの実現可能性等について、大手貨物事業者と協議

② ①を踏まえ可能性が高いと思われる地域を、スキーム検討の候補地域として

ピックアップし、候補市町村へ参加について協議

③ 検討会メンバーの選定

→ スキームを検討する市町村で活動する事業者等への参加の打診

※ 検討会メンバー

旅客事業者、貨物事業者、集落活動センター、市町村、県

＜オブザーバー＞ 四国運輸局 など

（２）検討会(地域部会)設置から

① 地域における運送手段の把握

（バス、タクシー、貨物運送等の事業者数、車両数、運行頻度等）

② 地域における旅客流動の状況把握

（バスの出発地・目的地、時間帯ごとの人数、タクシー・スクールバス・福祉

バスの利用状況など）

③ 地域における貨物流動の状況把握（数量、種類、配送頻度、出発地・目的地など）

第１回地域部会 … 混載対象範囲案、スキーム案の実効についての検討

・ベースとなる事業者、混載する貨物・旅客等について最適な組み合わせを検討

↓

第２回地域部会 … スキームの確認と詳細制度設計の検討

・旅客運送のサービス水準の調整（運行ルート、頻度など）

・貨物のサービス水準の調整（時間指定、クール便、大型荷物の対応など）

・必要な施設設備、機械器具の確認（冷蔵施設、使用端末など）

・リスク管理（クレーム、破損紛失への対応）

↓

第３回地域部会 … 詳細制度設計の確認と実証実験実施計画案の検討及び策定

・事業全体の収支試算（適正価格の算定、行政支援の必要性など）

・事業の実施体制、広報、スケジュール、検証方法等

事前作業
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